
事業主・加入者の皆さまへ

これからは保険証のルールが変わります
～保険証は、マイナ保険証へ～

11月号

■2024年12月2日に保険証は廃止となり「マイナ保険証」の活用を基本とする制度に変わります。

マイナ保険証とは…
保険証として登録したマイナンバーカードです。
今までよりも便利な保険証としてご利用いただけます。

マイナ保険証について
の特設サイトは
こちらから→

①資格情報のお知らせ　【全員】
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詳しい受診方法はこちらの動画をご覧ください→

【お問い合わせ先】
協会けんぽ
マイナンバー
専用ダイヤル
☎0570-
015-369
8：30～17：15

（土日・祝日・年末年始を除く）

マイナンバー
総合

フリーダイヤル
（デジタル庁開設）

☎0120-
95-0178
平日9：30～20：00　
土日・祝日9：30～17：30
（年末年始を除く）

マイナ保険証、
オンライン資格確認、
資格情報のお知らせ、

資格確認書
に関すること

※発行済みの保険証は最大１年間使用可能です。

2024年12月2日以降、新たに従業員やそのご家族が協会けんぽに
加入された際に、事業主の皆様へお送りするものは以下のとおりです。　

　新規加入者全員分の「資格情報のお知らせ」を発行します。
各種給付金の申請に必要な記号番号等の確認にご利用ください。

②資格確認書　【対象者のみ】
　加入時に「資格確認書」の発行を必要とする意志表示をされ
た方等に「資格確認書」を発行します。　
　マイナ保険証を利用することができない方が医療機関等に受
診する際にご利用ください。
③高齢受給者証　【対象者のみ】
　70歳以上の方には引き続き高齢受給者証を発行します。
　（マイナ保険証で受診される場合は、医療機関等受診時に高齢受給者証の提示は不要ですが、
　　オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する場合には必要となります。）

　従業員の皆様に対し、
医療機関や薬局での受診
の際には、マイナ保険証
で受診するよう積極的な
お声がけにご協力をお願
いいたします。

マイナンバーカード、通
知カードに関すること/
マイナンバーカード及
び電子証明書を搭載し
たスマートフォンの紛失
・盗難に関すること/マ
イナンバー制度、マイナ
ポータルに関すること

令和6年

事業主の皆様へ
お願い

資格情報のお知らせ：紙製

資格確認書：プラスチック製
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制度改正日
（12月２日）

経過措置期間終了
（12月1日）

※経過措置期間
　終了後使用不可

保険証

マイナ保険証

資格確認書

マイナポータル
+マイナ保険証

資格情報のお知らせ
+マイナ保険証

医療機関等
でオンライン
資格確認が
利用できない
場合

※制度改正後使用可能

※制度改正後使用可能



受付時間：平日8:30～17:15

毎月配信
登録無料

（土日祝・年末年始を除く）協会けんぽ栃木支部 検索

〒320-8514　宇都宮市泉町6-20 宇都宮DIビル7階
  028-616-1691（代表）☎ 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi/

●お問い合わせ先　
被扶養者再確認業務コールセンター　TEL：0570-054-408（ナビダイヤル）
開設期間：令和6年10月1日（火）～令和7年2月28日（金）
開設時間：8：30～17：15（土日・祝日・年末年始を除く）

提出期限は11月29日（金）です！
 令和6年度被扶養者状況リストの提出は

お済でしょうか？

※確認対象となる被扶養者がいない事業所様につきましては、被扶養者状況リストはお送りいたしません。

　被扶養者の再確認業務は協会けんぽ栃木支部にご加入の皆様の保険料額の算出にも
つながる大変重要な事務です。また、健康保険法施行規則第50条に基づき実施している
ものです。必ず提出期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
　令和6年度は10月上旬から11月上旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」をお送りし
ております。被扶養者資格をご確認いただき、同封の返信用封筒にてご提出いただきます
ようお願いいたします。

　令和5年度は送付対象19,584事業所のうち、89.60％の17,548事業所からご提出い
ただきました。さらに全国平均を0.48パーセントポイント上回る提出率でした。ご協
力ありがとうございました。今年度も引き続き、被扶養者状況リストのご提出にご協力
をお願いいたします。

被扶養者の状況に変更がない場合でも必ず提出が必要です。
被扶養者の状況に変更がない場合は、リストの「変更なし」にチェック☑を
つけ、ご提出をお願いいたします。
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栃木支部

令和5年度被扶養者状況リストの提出状況

昨年の栃木支部における提出率は全国平
均を上回りましたが、一昨年と比較する
と提出率が減少している状況です。被扶
養者状況リストのご提出について、送付
対象の事業主みなさまのご理解とご協力
を賜りますようお願いいたします。

　協会けんぽ栃木支部は、メールマガジンを活用した皆さまの健康
づくりに取り組んでいます。
　健康保険に関する情報や日々健康に過ごすための
お役立ち情報などをメールでお届けします。どなたでも
ご利用いただけますので、この機会にご活用ください。
右の二次元コードを読み取ってご登録ください♬


